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こども青少年局障害児福祉保健課　宛て

障害児通所給付費　個別サポート加算Ⅱ算定に係る連携状況等に関する届出書

	加算対象児童の状況
	算定開始予定
	　　　　　　年　　　　　　　　　月

	児童氏名
	
	受給者証番号
	

	児童住所
	

	連携先機関等と連携して手厚い支援が必要な状況と手厚い支援の内容（具体的に）
	

	連携先機関等との連携した支援
	事業所確認欄

	１
	児童の担当区へ「障害児通所給付費　個別サポート加算Ⅱ　算定予定の事前報告書」を送付し、報告している。
	該当／非該当

	２
	児童相談所や区福祉保健センター、要保護児童対策地域協議会、医師等（以下「連携先機関等」といいます。）と、児童が要支援児童（保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童）又は要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童）であることや、支援の状況を共有して支援を行っている。
	該当／非該当

	３
	連携先機関等との連携した支援の中で、通常の児童発達支援や放課後等デイサービスの支援と比べて、より手厚い支援が必要であることを共有している。
	該当／非該当

	４
	より手厚い支援の内容について個別支援計画に記載し、支援を行っている。
	該当／非該当

	通所決定保護者の同意
	

	５
	児童について、要支援児童又は要保護児童として関係機関が関わっていると、保護者が認識している。
	該当／非該当

	６
	個別支援計画に、養育環境等も含めた児童の課題や課題に対する支援内容を記載し、保護者の同意を得ている。
	該当／非該当

	７
	連携先機関等と児童への支援状況等を情報共有することについて、保護者との信頼関係のもとに同意を得ている。
	該当／非該当

	８
	利用者負担が増になる可能性があることについて、保護者に説明している。
	該当／非該当

	９
	保護者との信頼関係の中で把握した課題について、より手厚い支援が必要であることを保護者と共有し、加算の趣旨や手厚い支援の内容について事前に保護者の承諾を得ている。
	該当／非該当

	※ 加算の算定にあたっては、全て「該当」である必要があります。

	連携先機関等（区役所を含めすべて）

	名称
	①　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）
	③　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）

	
	②　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）
	④　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者）



	事業所名称
	

	事業所番号
	
	サービス種別
	

	事業所担当者名
	
	事業所連絡先電話
	

	送付日（投函日）
	令和　　　年　　　月　　　日





裏面　有




個別サポート加算Ⅱを算定しようとする際の書類提出について
加算を算定しようとする月の前月15日までに、以下 ア～ウ の書類を、下記宛て、送付ください。
算定についてはその必要性を常に検討することとし、少なくとも個別支援計画の更新時に見直しを行ってください。その上で要件が継続する場合、個別支援計画の更新毎に、同様に届け出てください。

必要書類一覧
	
	名　称

	ア
	障害児（通所・入所）給付費算定に係る体制等に関する届出書（様式第１号）

	イ
	障害児通所給付費　個別サポート加算Ⅱ算定に係る連携状況等に関する届出書（本様式）

	ウ
	個別支援計画書の写し（算定要件に必要な内容の記載と保護者の署名があるもの）



送付先　〒231-0005　横浜市中区本町６－50－10　横浜市役所13階　
こども青少年局障害児福祉保健課　宛
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■　個別サポート加算Ⅱ　算定上の留意事項
〇　事業所が利用児童を要支援児童等と認識し、手厚い支援が必要と感じた場合、まず個別サポート加算Ⅱの算定を検討するのではなく、相談支援等を通じて保護者に寄り添い、信頼関係を構築していくことを前提とすること。
〇　こうした信頼関係が築けていないにもかかわらず、加算の算定についての同意を求めることは、保護者との信頼関係を損ねるだけでなく、要支援児童等の養育上も好ましくない影響が生じる恐れがあるので、行わないこと。
〇　利用児童が要支援児童等かどうかを、他の関係機関に問合わせるものではないこと。
〇　連携先機関等と、連携した支援の必要性を共有できない場合は、本加算の算定対象としての要支援児童等には該当しないことに留意すること。
〇　連携先機関等との、加算を算定する児童への支援の状況の共有は、年に1回以上行い、その記録を文書で保管すること。
〇　上記文書は、事業所又は連携先機関等が作成し、双方で共有している必要があり、単に電話連絡などでのやり取りを記録して保管しているだけの文書は対象とならないこと。
〇　医師との連携に当たっては医師による保護者等への支援の必要性について、文書で把握すること。
文書の内容は以下のようなものを想定。
　　　①　保護者の治療等を行う医師の場合
　　　　　事業所が保護者を支援していく上で、保護者の精神的な状況や家庭環境等のほか、保護者が適切な養育を行うことができるようになるための留意点についてまとめたもの。
　　　②　児童の治療等を行う医師の場合
　　　　　事業所が児童を支援していく上で、医学的な知見に基づく発達上の課題や、家庭環境の要因等から生じる二次障害への対応にかかる留意点についてまとめたもの。

■　市町村への通報義務について
上記、留意事項の内容は、あくまで加算の算定に係る取り扱いであり、事業所として要支援児童等を把握した時の、児童福祉法に基づく市町村への通報や情報提供の取り扱いが変わるものではありません。保護者の同意が得られない場合でも、要保護児童を発見した場合は市町村等への通報を行う義務があり、要支援児童と思われるものを把握した場合は市町村に情報提供を行うよう努めることが必要になります。




























